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病気の性質や、病気になる
仕

組み、病気の進み具合を理
解

する。�

新しい病気を発見する。�

既に知られている病気の
変

化を調べる。�

診断が正確であったかどう
か

の判定を行う。�

患者に行ったケアに対する
質

を評価する。�

行われた治療に対する効
果

を判定する。�

臨床研究や基礎的研究を
促

進する。�

公衆衛生、人口動態統計へ
の

正確な情報を得る。�

医療訴訟における証拠を
確

保する。�
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病院で身内の方が�

お亡くなりになった時に�

「病理解剖をさせてもらいたいのですが」�

と医師から言われた方は�

いらっしゃるでしょうか？�

そんな時、病理解剖と聞いて�

どう思われましたか？�
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�

家族や社会の不安を軽減するために必要と考えられる場合。�

臨床的に死因が明確にできなかった場合。�

未知あるいは予期せぬ合併症があると思われる場合。�

治療や処置の間、あるいはその直後に起こった突然死。�
病院が認めた臨床試験中の死亡。�

自然死と考えられ法医解剖は必要ないが、その死が予測できず死因が明らかでない場合。�
来院時死亡、あるいは入院後24時間以内の死亡。�

妊娠中の死亡。�

新生児および小児の死亡。�

臟器移植に関する疾患を有すると思われる死亡。�
危険度の高い感染症や伝染性疾患による死亡。�
環境あるいは職業性疾患による死亡。�
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お　知　ら　せ金木水火月診　療　科
��若井●特 は「睡眠時無呼吸い
びき」の特殊外来のみ：午前

��●新 は長岡（循環器科）が担当
�血液内科の診療は午後１時３０
分～

�各診療時間については、ご確
認ください。

�
内 科 石　 津●新 　 舘　 ●新 福　 山 ●新 八　 島 ●新 長　 岡 ●新 �

八　 島●腎 藤　 田 ●腎 八　 島 ●腎 藤　 田 ●腎 �

茶 谷●糖 ／福 山●糖 ／茶　 谷●糖 福　 山 ●糖 茶　 谷 ●糖 �

山　 本●腎 山　 本 ●腎 五　 島 ●総 山　 本 ●腎 五　 島 ●総 �

／ 福 山●糖 五　 島 ●総 �

／ 中 村●血 若　 井 ●神 若井●特  ／小林●血 若　 井 ●神 ��

��石津●脂 は「脂肪肝外来」
鮫　 島�　 柳●総 鮫　 島�　 柳●総 石　 津�

消 化 器 科 舘石　 津●脂 舘��

樋 口岡 本樋 口岡 本��呼 吸 器 科
�ペースメーカークリニックは
金曜日午後
�●新 は新患のみ

循 環 器 科 長 岡（ 休 診 ）佐 々 木交 代 制●新 吉 田

�（　）内専門外来（午前中）
を併設しています
�羽藤�乳腺・内分泌科は午前
１０時３０分～１２時

羽　 藤
（呼吸器・血管）

中 村
（消化器）坪 井伊 藤

（消化器・小児）
神 谷
（総　合）�外 科

坪 井伊 藤
（消化器・小児）

神　 谷
（肝胆膵・小児）社 本中 村

（消化器）�

神 谷
（大腸・肛門）

羽 藤
（乳腺・内分泌）

羽 藤
（呼吸器・血管）�

�形成外科は第２・４金曜日
　午後１時３０分～（要予約）

中 村中 村（股関節健診）中 村�

整 形 外 科 柴 田洪柴 田洪�

磯 部磯 部須 川須 川�

金 山
加 藤鈴 木加 藤鈴 木一般診産婦人科 鈴 木加 藤鈴 木加 藤妊婦診

�腎外来は第４水曜日
�午後は予約患者のみ
�循環器外来は第３木曜日

西 尾西 尾�

小 児 科 久 保 田久 保 田久 保 田�

倉 橋夏 目廣 瀬�

白 �白 �白 �白 �白 ��
眼 科 齋 藤齋 藤齋 藤齋 藤齋 藤�

大 野小出・大沢小出・大沢小 出大 野脳神経外科
�月・木曜日の午後は小～
　高校生のみ診察（予約制）

竹 山竹 山竹 山竹 山交 代 制�
耳鼻咽喉科 森森森森平 岡�

�性機能障害外来は
　月曜日午後２時～４時 （要予約）

柚 原蟹 本柚 原中 根蟹 本�
泌 尿 器 科 中 根柚 原蟹 本中 根�

川 崎鈴 木鈴 木川 崎鈴 木皮 膚 科
�歯科インプラント外来は
　水曜日午後 （予約制）

林林林林林�
歯科口腔外科 猟 山猟 山猟 山猟 山猟 山�

沼 野沼 野CAPD 外来
柚 木柚 木柚 木柚 木柚 木

麻 酔 科 内 山内 山内 山内 山内 山

［専門別記号］
◯総 －総合診療　　　
 ◯新 －新患　　　　　 
◯腎 －腎臓・膠原病　
◯糖 －糖尿・代謝　　
◯神 －神経　◯血 －血液
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現在、当院以外の医療機関で
何らかの治療をされているかた
の場合、他院での診療情報は大

�受付時間　新患の方……午前8時15分～11時00分　　再診の方……午前7時30分～11時00分
�診療時間　　　　　……午前8時30分～　※緊急手術や、学会等への出席のため、担当医師の変更や休診する場合があります。

�入院患者さんへの面会時間　午後2時～午後7時

前月対比［名］人　　数　［名］区　　　分
＋���������� 延 べ

外 来
患  者  数

－������� 1 日 平 均
－��������� 延 べ

入 院
－���� 1 日 平 均
＋���男 の 子

赤 ち ゃ ん

誕 生
－��女 の 子
－���計
－���1泊2日 コ ー ス

人間ドック

受 診

＋������ 延 べ
日帰りコース

＋��� 1 日 平 均
－��脳 ド ッ ク

＋������計

����������変重要です。受診中の医療機関
に紹介状を書いていただくよう
お願いしてください。
受診される際に診療所や病院

の紹介状をお持ちになられた方
は、初診時にかかる特定療養費
をお支払いいただく必要はござ
いません。

�������

� � � �
（8月）


